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別表２　全国展開することとなった規制の特例措置

別表１
の番号

特定事業の名称 特区における規制の特例措置の内容
全部／
一部

全国展開の実施内容 全国展開を実施する法令等 実施時期 所管省庁

405
空中線利得を増大した５
GHz帯無線アクセスシス
テムの導入事業

５GHz帯無線アクセスシステムの無線局免許に当
たり、アンテナの送受信能力（空中線利得）の上
限を引き上げる。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり、全国展開を行う。

無線設備規則（昭和２５年電
波監理委員会規則第１８号）
を改正する省令（平成１７年
総務省令第８４号）

平成１７年５
月１６日施行
（措置済）

総務省

406
電気通信業務以外での
無線アクセスシステム活
用事業

無線アクセスシステムの無線局免許について、電
気通信事業者以外にも個別に付与する。

全部

（５GHｚ帯無線アクセスシステム）
無線アクセスシステムの無線局免許につい
て、免許制に代わり登録制を導入し、電気通信
事業者以外への参入要件を緩和する。
（２２/２６/３８GHｚ帯無線アクセスシステム）
特区における規制の特例措置の内容・要件
のとおり全国展開を行う。

電波法施行規則（昭和２５年
電波監理委員会規則第１４
号）の一部を改正する省令
（平成１７年総務省令第８２
号）
無線設備規則（昭和２５年電
波監理委員会規則第１８号）
を改正する省令（平成１７年
総務省令第８４号）
周波数割当計画（平成１２年
郵政省告示第７４６号）の一
部を変更する件（総務省告示
第５７２号）

平成１７年５
月１６日施行
（措置済）

総務省

410
国内衛星の地上での無
線通信免許手続簡素化
事業

ロケット打ち上げ射場における国内衛星の打ち上
げ前の機能確認に係る無線局免許手続につい
て、人工衛星の無線局免許手続を省略するととも
に、地上実験設備（無線局）についてはロケット打
ち上げ計画に沿った長期使用を可能とする。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり、全国展開を行う。

電波法関係審査基準（総務省
訓令第６７号）を改正すること
で対応予定

平成１７年１０
月施行予定

総務省

注)　「市町村」には、特別区を含む。



別表１
の番号

特定事業の名称 特区における規制の特例措置の内容
全部／
一部

全国展開の実施内容 全国展開を実施する法令等 実施時期 所管省庁

509
外国企業支店等開設促
進事業

地方公共団体等が外国企業に対し支店等の施設
を提供する場合に、本邦における事業所としての
拠点確保が確実であることとみなして、「企業内
転勤」の在留資格に係る他の要件を満たすことを
前提に、支店等開設準備を行う外国企業の職員
に対し「企業内転勤」の在留資格を付与する。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり、全国展開を行う。

入国・在留審査要領（平成１７
年７月２６日付け法務省管在
第３２６０号）

平成１７年９
月１日施行
（措置済）

法務省

702
税関の執務時間外にお
ける通関体制の整備に
よる貿易の促進事業

臨時開庁申請が確実に見込める時間帯におい
て、特区内の官署にあらかじめ職員を常駐させ
る。

全部

全国展開に際し
①執務時間外の通関体制整備を図る官署に
あっては、通関需要の多い時間帯（例えば、臨
時開庁申請が１時間当たり１件以上）にはあら
かじめ職員を常駐させるとともに、それ以外の
時間帯には個々の申請に応じて必ず所要の職
員を配置できる体制とする。また、それ以外の
官署にあっても、執務時間外の通関需要に的
確に対応する。
②通関需要の見極めを行う。それに的確に対
応するに際しては、執務時間外の通関体制整
備を図る官署において、臨時開庁申請が１時
間当たり１件を大きく下回らない程度（２分の１
程度）を継続してあらかじめ常駐させる時間帯
の目安とするとともに、実績のみではなく、臨時
開庁申請件数の増加に直接結びつく新たな航
路の就航、コンテナゲートのオープンなど、近い
将来臨時開庁申請が１時間当たり１件程度確
実に見込める時間帯が生じる場合には、その
見込みに基づき、その時間帯の通関体制を整
備する。

税関の執務時間外における
通関体制の整備について（平
成１７年６月１５日付け財関第
７７１号）

平成１７年７
月１日施行
（措置済）

財務省



別表１
の番号

特定事業の名称 特区における規制の特例措置の内容
全部／
一部

全国展開の実施内容 全国展開を実施する法令等 実施時期 所管省庁

706
距離基準の延長による
保税蔵置場の設置促進
事業

保税蔵置場の距離基準については、管轄の税関
官署からおおむね２５キロメートル以内の場所に
あることが要件とされているが、その距離をおお
むね１００キロメートル以内に延長する。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり、全国展開を行う。

「関税法基本通達の一部改正
等について」（平成１７年４月２
７日付け財関第５６４号）

平成１７年５
月２日施行
（措置済）

財務省

803
(818)

不登校児童生徒等を対
象とした学校設置に係る
教育課程弾力化事業

不登校児童生徒及び不登校状態の生徒を対象と
した学校において、教育課程の基準によらない教
育課程の編成・実施を可能とする。

全部

１．特区における規制の特例措置の内容・要件
のとおり全国展開を行う。
２．１．の要件については、地方公共団体の主
体的な判断に基づきつつ、規制所管省庁の関
与は、憲法、教育基本法及び学校教育法上の
観点から必要最小限なものとする。

学校教育法施行規則（昭和２
２年文部省令第１１号）の一
部を改正する省令（平成１７
年文部科学省令第３８号）

平成１７年７
月６日施行
（措置済）

文部科学省

805
IT等の活用による不登
校児童生徒の学習機会
拡大事業

地方公共団体等がIT等を活用して提供する学習
活動を、不登校児童生徒が教育支援センターや
自宅等で行う場合に、当該学習について、指導要
録上出席扱いとし、また、成果を評価に反映す
る。

全部

１．特区における規制の特例措置の内容・要件
を踏まえ全国展開を行う。
２．１．の要件適合性については、地方公共団
体が判断するものとする。

「不登校児童生徒が自宅にお
いてIT等を活用した学習活動
を行った場合の指導要録上
の出欠の取扱い等について」
（１７文科初第４３７号）

平成１７年７
月６日実施
（措置済）

文部科学省



別表１
の番号

特定事業の名称 特区における規制の特例措置の内容
全部／
一部

全国展開の実施内容 全国展開を実施する法令等 実施時期 所管省庁

807
幼稚園における幼稚園
児及び保育所児等の合
同活動事業

幼稚園の教諭の専任規定にかかわらず、幼稚園
の学級定員の範囲内で幼稚園に在籍しない同年
齢帯の幼児の教育・保育活動への参加を可能と
する。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり、全国展開を行う。

幼稚園設置基準（昭和３１年
文部省令第３２号）の一部を
改正する省令（平成１７年文
部科学省令第３５号）

平成１７年５
月１３日施行
（措置済）

文部科学省

823
幼稚園と保育所の保育
室の共用化事業

「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指
針について」に基づき設置された施設において、
一定の要件を満たす場合、幼稚園と保育所の保
育室を共用することができる。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり、全国展開を行う。

「共用化指針により共用化さ
れた施設における幼稚園児
及び保育所児の合同活動並
びに保育室の共用化に係る
取扱いについて」（１７文科初
第２６２号）

平成１７年５
月１３日実施
（措置済）

文部科学省

831
保育所と合同活動を行う
場合の幼稚園の面積基
準の特例事業

幼稚園と保育所の保育室を共用化する幼稚園に
おいては、幼稚園設置基準別表第１に定める園
舎の面積及び別表第２に定める運動場の面積に
ついて、幼稚園と保育所との共用部分全体を含
めて計算することができるものとする。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり、全国展開を行う。

幼稚園設置基準（昭和３１年
文部省令第３２号）の一部を
改正する省令（平成１７年文
部科学省令第３５号）

平成１７年５
月１３日施行
（措置済）

文部科学省



別表１
の番号

特定事業の名称 特区における規制の特例措置の内容
全部／
一部

全国展開の実施内容 全国展開を実施する法令等 実施時期 所管省庁

914
保育所における保育所
児と幼稚園児の合同活
動事業

共用化指針に基づき設置された施設では、定員
の範囲内で、保育所の保育室において保育所児
と幼稚園児を合同で保育することを認める。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり、全国展開を行う。

「共用化指針により共用化さ
れた施設における幼稚園児
及び保育所児の合同活動並
びに保育室の共用化に係る
取扱いについて」（平成１７年
５月１３日付け１７文科初第２
６２号・雇児発第０５１３００３
号）

平成１７年５
月１３日実施
（措置済）

厚生労働省

921
幼稚園と保育所の保育
室の共用化事業

「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指
針について」に基づき設置された施設において、
要件を満たす場合、幼稚園と保育所の保育室を
共用することができる。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり、全国展開を行う。

「共用化指針により共用化さ
れた施設における幼稚園児
及び保育所児の合同活動並
びに保育室の共用化に係る
取扱いについて」（平成１７年
５月１３日付け１７文科初第２
６２号・雇児発第０５１３００３
号）

平成１７年５
月１３日実施
（措置済）

厚生労働省

1001

地方公共団体又は農地
保有合理化法人による
農地又は採草放牧地の
特定法人への貸付け事
業

農業生産法人以外の法人が、地方公共団体又は
農地保有合理化法人から農地等を賃借できるよ
うにする。

全部
弊害の発生を予防する措置を含め現行と同様
の制度とし、特区における規制の特例措置の
内容・要件のとおり全国展開を行う。

農業経営基盤強化促進法（昭
和５５年法律第６５号）及び農
地法（昭和２７年法律第２２９
号）の一部改正を含む農業経
営基盤強化促進法等の一部
を改正する法律(平成１７年法
律第５３号)

平成１７年９
月１日施行
（措置済）

農林水産省



別表１
の番号

特定事業の名称 特区における規制の特例措置の内容
全部／
一部

全国展開の実施内容 全国展開を実施する法令等 実施時期 所管省庁

1002
地方公共団体及び農業
協同組合以外の者によ
る特定農地貸付け事業

地方公共団体が、その設定する特区内に現に耕
作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作
の目的に供されないと見込まれる農地その他効
率的な利用を図る必要がある農地が相当程度存
在するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請
し、その認定を受けたときは、当該認定の日以降
は、特定事業の実施主体である地方公共団体及
び農業協同組合以外の者が次に掲げる農地につ
いて行う賃借権その他の使用及び収益を目的と
する権利の設定で、特定農地貸付けに関する農
地法等の特例に関する法律（以下「特定農地貸
付法」という。）第２条第２項各号に掲げる要件に
該当するものについては、これを同項に規定する
特定農地貸付けとみなして、特定農地貸付法及
び市民農園整備促進法の規定を適用する。
１．特定事業の実施主体の所有に係る農地（実施
主体が当該農地の適切な利用を確保する方法等
について、認定を受けた地方公共団体と協定を
締結しているものに限る。）
２．特定事業の実施主体が地方公共団体又は農
地保有合理化法人から特定事業の用に供すべき
ものとして使用貸借による権利又は賃借権の設
定を受けている農地（実施主体が当該農地の適
切な利用を確保する方法等について、認定を受
けた地方公共団体及び特定事業対象農地貸付
けを行う地方公共団体又は農地保有合理化法人
と協定を締結しているものに限る。）

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり全国展開を行う。

特定農地貸付けに関する農
地法等の特例に関する法律
（平成元年法律第５８号）の一
部を改正する法律（平成１７
年法律第５２号）

平成１７年９
月１日施行
（措置済）

農林水産省

1005
農業生産法人の行う農
業関連事業の拡大事業

農業生産法人が農業関連事業として行うことがで
きる事業の範囲に農業体験施設の運営や農業体
験のための民宿業等を追加する。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり全国展開を行う。

農業経営基盤強化促進法施
行規則（昭和５５年農林水産
省令第３４号）等の一部を改
正する省令（平成１７年農林
水産省令第９３号）

平成１７年９
月１日施行
（措置済）

農林水産省



別表１
の番号

特定事業の名称 特区における規制の特例措置の内容
全部／
一部

全国展開の実施内容 全国展開を実施する法令等 実施時期 所管省庁

1006

農地又は採草放牧地の
権利取得後の下限面積
要件の特例設定基準の
弾力化による農地の利
用増進事業

農地の権利取得後に権利を有する農地の合計面
積に係る下限面積要件を、１０アール以上でより
地域の実情に応じて設定できるようにする。

全部
現行と同様の制度とし、特区における規制の特
例措置の内容・要件のとおり全国展開を行う。

農業経営基盤強化促進法施
行規則（昭和５５年農林水産
省令第３４号）等の一部を改
正する省令（平成１７年農林
水産省令第９３号）

平成１７年９
月１日施行
（措置済）

農林水産省

1202
公有水面埋立地におけ
る用途区分柔軟化事業

公有水面埋立地における用途変更について、
従来の用途区分では特定が困難な利用形態や
複合的な土地利用についても可能とする。

全部

規制所管省庁において、認定特区における特
定事業の進捗状況を確認の上、特区における
規制の特例措置の内容・要件のとおり全国展
開を行う。全国展開に際し、地方公共団体が特
区計画にかわる計画を都道府県知事に提出す
ることを要件とする場合には、計画に盛り込む
べき内容や手続きについて必要最小限のもの
とする。

埋立地の有効利用により臨
海部の活性化を図る必要が
ある区域における公有水面
埋立法（大正１０年法律第
５７号）第２７条及び第２
９条の適用に係る特例措置
について（平成１７年６月
２７日付け国河政第２８
号、国港管第２５３号）

平成１７年７
月１日施行
（措置済）

国土交通省

1211

道路管理者が設置する
有料道路駐車場におけ
る特別料金の設定及び
変更の手続の容易化事
業

借入金の償還がなされる範囲内であれば、駐車
場利用料金のうち、回数券の料金、夜間の１泊料
金、１か月定期料金等の特別料金の設定、変更
について、国の許可を要しないものとする。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件の
とおり、全国展開を行う。

構造改革特別区域内の道路
管理者が設置する有料道路
駐車場における特別料金の
設定及び変更をする場合の
取扱いについて（平成１５年８
月２８日付け国道有第３８号）
に換えて、新たに全国展開の
ための通達を発出することで
対応予定

平成１７年１０
月に施行予
定

国土交通省


